
平成２９年度 第３回佐久市環境審議会次第 

 

                     日 時：平成２９年１２月２２日（金） 

                        午後３時００分から 

場 所：佐久消防署 講堂 

 

 

 １ 開   会 

 

 

 ２ 会長あいさつ 

 

 

３ 会議事項 

 

（１）第二次佐久市環境基本計画について  

 

 

 ４ そ の 他 

 

 

 ５ 閉   会 

  



区分 氏　　　名 内　　容 役　　　職

1 平林　公男 識見者 信州大学繊維学部 教授

2 征矢野　あや子 識見者 佐久大学看護学部 教授

3 岩間　正康 環境活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境カウンセラー

4 池田　雅子 環境活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
NPO法人生物多様性研究所
あーすわーむ研究員

5 加藤　三喜夫 自然エネルギー 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ佐久地域協議会 会長

6 小野澤　厚史 環境NPO代表 NPO法人山遊楽舎 代表

7 佐藤　文一 環境活動 草友会 代表

8 沖津　博人 環境活動 長野県地球温暖化防止活動推進員

9 神津　直子 農業振興 佐久浅間農業協同組合 理事

10 中川　正人 工業・商業 佐久商工会議所 副会頭

11 木内　拓郎 森林・里山保全 佐久森林組合　筆頭理事

12 森角　和士 環境活動
工業・商業(青年層)

公益社団法人佐久青年会議所 理事長　　　　　

13 荻原　一彦 地区代表
佐久市区長会 理事
中佐都地区会長

14 小玉　栄一 衛生推進団体代表 佐久市衛生委員会 会長

15 美斉津　望 市民団体代表
（女性代表）

佐久市男女共生ﾈｯﾄﾜｰｸ 会員
（パートナーシップ佐久）

16 工藤　孝一 公募 公募

17 青木　幸子 公募 公募

18 都井　久子 公募 公募

19 松田　賢二 公募 公募

20 関係行政 滝沢　朝行 関係行政機関 佐久地域振興局 環境課長

佐久市環境審議会委員名簿
（任期　平成29年8月28日から平成31年8月27日）

学識経験者

団体代表

公募



第二次佐久市環境基本計画素案に対する意見募集の実施結果 

 

１ 意見募集の概要 

（１）意見募集期間 

平成２９年１１月２９日（水）から１２月１２日（火）までの１４日間 

（２）素案の公表方法 

ア 佐久市ホームページへの掲載 

イ 佐久市役所本庁市民ホール、環境政策課窓口、各支所窓口に閲覧用として

設置 

 

（３）意見募集方法 

ア 郵送 

イ 電子メール 

ウ ファックス 

エ 直接持参（佐久市役所本庁環境政策課） 

 

２ 意見募集の結果 

（１）提出された意見  ３０件３名 

（２）提出された意見の概要とそれに対する市の考え方  別紙のとおり



第二次環境基本計画素案に対して提出された意見の概要とそれに対する市の考え方 

 

No. 意見要旨 市の考え方 

1 

・生物多様性地域戦略を環境基本計画の中に位置づけ

ているが、地域戦略はより具体的な行動計画であ

り、本計画にもある PDCAサイクルをより実効的

なものとするためには環境基本計画とは独立した

計画とした方が実行、改善をしやすいことは明白で

ある。また、生物多様性地域戦略を無理やり環境基

本計画内に入れ込んでいるため計画の内容自体が

非常にわかりにくくなっている。このため、生物多

様性地域戦略は環境基本計画の中に位置づけるの

ではなく、独立した位置づけとするべきである。 

 

・生物多様性に関わる取組は、公園・緑地

の維持・整備や地球温暖化対策、都市計

画との関連も深く、また、生物多様性地

域戦略が本市の生物多様性の保全と持

続可能な利用に関する総合的な計画と

いう観点から、本市の環境行政の最上位

計画である環境基本計画に位置づけを

行いました。 

・今回策定した生物多様性地域戦略は、本

市における生物多様性の保全と創出に

関わる基本的な施策・取組の方向性を示

したものであり、今後改訂によって、よ

り本市の実情に即した計画にしていく

ことを考えております。 

2 

・P29 「基本目標２」として「生物多様性地域戦略」

としているが、生物多様性地域戦略は目標ではなく

実行計画であることから、環境基本計画とは別個の

ものとして策定するべきである。 

また、「～生物多様性の恵みを未来に伝えるまち～」

とあるが、全国どこの地方自治体でも掲げられるよ

うな言葉であり、佐久らしさがまったく表現されて

いない。佐久らしさを盛り込み、市民により生物多

様性の大切さを認識を深めてもらうためにも、ワー

クショップなどでこの内容を検討してはどうか。 

 

3 

・P6 計画の期間が 10年というのは長すぎるのでは

ないか。長野県の環境基本計画に合わせ、５年にす

るべきではないか。 

・計画期間は 10年としますが、本市を取

り巻く社会経済情勢、環境の変化や計画

の進捗状況などにより、見直しの必要性

が生じた場合には、対応します。 

4 

・なるべく短い年限で定期的に見直しすることができ

るようにすることも肝要です。文言として盛り込ん

でいただけるとありがたいです。 

5 

・佐久市は近年北陸新幹線の開通や高速道路の開通な

ど著しい地域の変化を遂げていることから、見直し

のサイクルが 10年では長すぎる。また、近隣の生

物多様性地域戦略の見直し期間は長野県７年、松本

市３年、岐阜県高山市５年、富山県魚津市７年であ

る。少なくとも生物多様性地域戦略については５年

程度で見直しとするべきである。 



6 

・P7 PDCAサイクルのActionに「市民、事業者、

佐久市環境審議会など」が参加する形になっている

が、協働による進行管理を行うのであれば、全段階

で参加できる形にすべきではないか。 

 

・ご意見をふまえて、模式図の加筆・修正

を行います。 

7 

・PDCAのすべての段階について市民がかかわること

となるはずなので、そのように記載するべき 

 

8 

P10・11、第４章の P48 

・「生物多様性国家戦略 2012－2020」に書かれた

「生物多様性の４つの危機」に触れてはどうか。低

炭素社会への対応と、生物多様性の保全が相互に寄

与すること等が理解しやすくなる。 

 

・ご意見をふまえて、「生物多様性の４つ

の危機」に関するコラムを追記します。 

9 

・「望ましい環境像」とあるが、主体が明確ではなく、

他人事のように捉えられがちな表現である。「目指

す環境像」としてはどうか。 

また、「水と緑きらめく自然をみんなの力で未来に

伝えるまち」とあるが、誰がこれを提案したのか。

市民に環境の問題を自分のこととして考え、行動す

る契機とするには、4月、7月に実施されたワーク

ショップなどでこういった目標の言葉を検討すれ

ば、よりよかったのではないか。 

 

・掲載している望ましい環境像「水と緑き

らめく自然をみんなの力で未来に伝え

るまち」は、第一次計画を踏襲したもの

で、本年５月の環境審議会にて合意され

たものです。なお、ご意見をふまえて、

文中の「望ましい環境像」を「市が目指

す望ましい環境像」との表現に改めま

す。 

10 

・P40 「指標生物種」の「特徴的な生物」にヤモリ

が挙げられているが、間違いではないか。 

・市街地に生息する生物種であり、人間と

のかかわりが深く、生態系ピラミッドの

中間に位置するものとして、指標種にヤ

モリを選定しています。 

 

11 

・担当部署名が消えているなど気になります。環境政

策課が担当するところはまだしも、「生物多様性の

保全に向けた普及・啓発」施策４『生物多様性に影

響を与える開発行為などに対しては、環境保全対策

を講じるよう適切な指導・誘導を図ります。』では、

担当部署が農政課、耕地林務課、土木課、都市計画

課、と４課になっていたので、強力な指導を発揮す

べき所うまく機能出来るか心もとない状況です。よ

くこうした基本計画では「作ったは良いが、機能で

きない」などの問題点が指摘されます。「図ります」

ではなく、「図るため、審査委員会を設置します」

・本計画の進捗管理においては、毎年環境

白書を作成し、進捗管理を行っていきま

す。 



等とすべきです。 

環境政策課担当の事業でも、同じ項目の 10『生物

多様性保全の重要性について、環境保全団体等と連

携して情報発信を行い、市民・事業者の意識の高揚

に努めます。』の文言中、「情報発信」を「集い・講

演会等の事業」と明記して具体的に取り組めるよう

にすべきです。 

 

12 

・P44 施策 2修正 支援に努めます→支援します 

 

・ご意見を参考に、計画書に記載した取組

の着実な実施に向けて取り組んでいき

ます。 

13 

・P44 施策 11修正 生物多様性に関して市民の理

解を深めるため、環境イベントにおいて情報発信を

行います。またワークショップや講演会などを実施

します 

 

14 

・P45 「生物多様性とは」というコラムの最後に、『生

物多様性の保全は「地球温暖化対策」と同様、緊急

の取り組みが必要とされています。同時に、身近な

ところで見つかる問題です。』と付け加えてくださ

い。認知度が低いと言われている「生物多様性」を

「地球温暖化」並みに高めたいためです。 

 

・ご意見をふまえて、「生物多様性の保全

は地球温暖化対策と同様、緊急の取り組

みが必要です。」の文言を追記します。 

15 

・P44・45 「個別目標４：生物多様性の保全 」に

おいて、保護について述べられているが、希少種の

絶滅を回避するためには、増殖にも取組むべきでは

ないか。特に個体数や生息環境が減少している種に

対しては、種の保存法に基づいて国が行っているよ

うな保護増殖事業をするべきではないか。保護増殖

事業と関連し、在来の希少野生植物を増殖して、公

園等の緑化に活用することを盛り込むのも良いと

思う。 

 

・個別目標 4の施策に希少種の保護に関

する内容が記載されています。適切な管

理を推進することで増殖も含めた保護

事業に取り組んでいきます。 



16 

・P44・45 佐久には、いきものに関しての情報が

集まっている拠点や環境関係のネットワークに乏

しい現状があることから、行政の取り組みに下記の

内容を追加、修正するべきである。 

①生き物に関する情報の集積・発信をおこないます。 

②市内のいきものや環境関係のネットワークを作り、

講座、ワークショップ、交流会、観察会などの催し

を開催するなどして関係者間の交流を促進します 

③ココにいけば佐久の生き物についての情報が集ま

っているという拠点づくりを促進します 

④追加 市民、事業者、行政（市町村、県、国）など

あらゆる主体の連携した取り組みのためのコーデ

ィネートをします 

 

・ご意見を頂きました情報発信拠点や活動

拠点は生物多様性のみならず、地球温暖

化対策や廃棄物対策などの他分野にお

いても必要な取組であることから、基本

目標５の環境保全行動の拡大において

記載を行っております。 

生物多様性に関わる具体的な拠点づく

りについては、来年度以降のワークショ

ップにおいて継続的に検討を行ってい

きます。 

17 

・佐久市の生き物の状況把握と問題点の整理がなされ

ていない。このことから、佐久市の生き物を把握し、

レッドリストを作成するべきである 

・ご意見をふまえて、昨年度実施した基礎

調査を基に、来年度以降のワークショッ

プにおいてレッドリスト作成の検討を

行っていきます。 

18 

・P44、P46 「みどり・水辺の保全」「生物多様性の

保全」が別項目になっているのはなぜか？違和感が

ある。また、居住地、里山の項目がない 

 

・個別目標 5では、個別目標 4に関連す

る内容以外で、みどり・水辺の保全につ

いて推進すべき取り組みを記載してい

ます。なお、生物多様性を守ることから

生まれる市民生活へのメリットについ

てはP48の生態系サービスについての

コラム欄で紹介しています。 

19 

・生物多様性を守ることから生まれる市民生活へのメ

リットをはっきりと記載するべき 

20 

・P46・47 「個別目標５：みどり・水辺の保全」に、

生物多様性の文言が入っていないのはいかがなも

のか。生物多様性に配慮した緑化でなければ、キシ

ョウブ等の侵略的外来種が植えられることが懸念

される。 

 

21 

P50 「イヌワシやクマタカが生息しており、フクロ

ウが見られることもあります。」間違ってはいない

が、イヌワシやクマタカよりフクロウの方が希少性

が高いと読み取られるおそれがある。フクロウは里

山の生態系の項にも出ているので、ここでは言及し

なくても良いのではないか。 

 

・ご意見をふまえて、フクロウについての

記載は削除します。 



22 

・山地の生態系 荒船山・双子山 フクロウがみられ

ることもある（削除） 

（理由）フクロウはどちらかと言えば高山帯よりもむ

しろ里に近い場所に生息しているため 

 

23 

・生物多様性への理解を深め、周知を広げるためにも、

生物多様性地域戦略については地域協議会などを

設置し、より多くの市民が直接素案の文章や内容を

検討するような策定方法にするべき。 

 

・ご意見については、市施策を推進する上

で参考とさせていただきます。 

24 

・今回は地域戦略の構成や文章や内容の細かな検討に

市民が係われず、4月、7月のワークショップはそ

ういった内容であると期待したが違っており、大変

残念であった。 

 

25 

・P61、P64 「再生可能エネルギーの導入に努める」

とあるが、森林を伐採して太陽光発電施設を建設す

ることは同じ計画内の生物多様性地域戦略と矛盾

する行為である。生物多様性の保全は再生可能エネ

ルギーの導入よりも上位に位置づけられるべき目

標である。 

 

・P64の「自然環境や生活環境への影響

に配慮しながら利用促進を図ります。」

との記載があるように、生物多様性に配

慮しながら再生可能エネルギーの導入

を図ってまいります。 

26 

・「再生可能エネルギー導入の際には生物多様性の保

全を損なわないように留意する」と明記するべき。 

 

27 

・P69 「ごみの発生抑制」とあるが、現在佐久市で

はビンや缶の収集の際にビニールのごみ袋で出す

ようになっており、このゴミ袋は収集に利用した後

はビニールごみとなってしまう。小諸市など近隣自

治体のように収集箱で集めるようにすればこれら

のビニールごみの削減が図れるため、施策に以下の

事項を追加するべき。 

 「ビン、金属などの収集の際にビニール袋を使用し

ない収集方法を検討し実施します。」 

 

・ご意見については、市施策を推進する上

で参考とさせていただきます。 

28 

・ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の記述がど

の章にも無く、環境教育の記述が定番の文章であ

り、人材育成に力を入れていない印象がある。 

・個別目標 13に「ＥＳＤ（持続可能な開

発のための教育）」のコラム欄を追加し

ます。 



29 

・P78 市民ワークショップは、当初「環境基本計画

に関するワークショップ」として周知されており、

「協働プロジェクト」の検討をうたって開催されて

いないため、最終行の「各協働プロジェクト」→「こ

れらの例のような協働プロジェクト」とし、固定化

を避けるべきである。 

 

・協働プロジェクトは、展開イメージとし

て掲載しておりますので、ご意見のとお

りとさせていただきます。 

30 

・P79 今後はワークショップのテーマ設定から市民

の意見が取り入れられるようにしていただきたい。 

・ご意見については、市施策を推進する上

で参考とさせていただきます。 

 

 



1 

環境審議会委員から提出された意見に対する回答 

 

●計画全般について 

意見 
№ 

意見要旨 回答 

１ 

・第二次と第一次との違いは何でしょうか？ ・第一次計画の望ましい環境像や施策の基本

方針を踏襲したうえで、第一次計画期間中

に起きた社会変化に対応すべく内容の更新

を図ったものが第二次計画です。 

２ 

・第二次の売りは何でしょうか？ ・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と

生物多様性地域戦略を新たに計画に取り込

み、本市の環境政策の方針を網羅した内容

としています。 

３ 
・概要版はないのでしょうか？ ・本編の記載内容の確定後に概要版を作成い

たします。 

 

●第１章について 

意見 
№ 

意見要旨 回答 

4 

・P5 環境保全活動は、内容からすると他の

4つとは異なり、全体（他の 4つ）にかぶ

るものではないでしょうか？ 

・ご意見のとおり、環境保全活動は安全・安

心社会、自然共生社会、低炭素社会、循環

型社会のいずれにも密接に係る事項です。 

計画書の構成を分かり易いものにするた

め、第一次計画と同様に基本目標の一つと

して掲げております。 

5 

・P8 第５章がとってつけたような内容かと

思いますが、全体の中の位置づけが明確で

無い気がします。 

・少子高齢化が進むなか、限られた財政状況

のもとで市の良好な環境状態を維持してい

くためには、これまで以上に市民・事業者・

行政の協働が必要です。 

そのための具体的な協働モデルを構築する

ことを意図して、第５章として位置づけて

あります。 

 

●第２章について 

意見 
№ 

意見要旨 回答 

6 

・P9 第２章では佐久市の現状と課題を明ら

かにする内容だと思いますが、本当にその

様になっていますでしょうか？ 

・佐久市の実情は P20、P22、P23にある

グラフのみで、あとは一般論ではないでし

ょうか？佐久市の現状と課題が見えてきて

いない気がします。 

・例えば、P21の地球温暖化対策への対応な

どは、「上田市の」と主語を変えても全く問

・第２章においては、第一次計画期間中に生

じた社会変化について整理したうえで、新

たに本市が対応すべき要件を明らかにする

目的で整理、記載を行っております。なお、

ご意見を頂いた本市の環境の現状について

は、毎年、「佐久市環境白書」にて公表・報

告しているとおりであり、これらの環境状

態の推移、社会変化への対応要件をふまえ

て、「計画策定に当たっての課題と対応」と



2 

題ない一般論です。このような箇所が多く

ありませんか？ 

してまとめています。 

7 

・P16・17 SDGsの説明がここにありま

すが、このような一般的な解説は用語集で

良いのではないでしょうか？他の一般的な

詳しい解説も同様。 

・現在、国が策定中の第５次環境基本計画に

おいて、「SDGsの考え方を活用し、環境・

経済・社会の統合的向上を具体化する」こ

とが方針として示されております。そのた

め、重要な対応事項として計画書本文に記

載を行っております。 

 

●第３章について 

意見 
№ 

意見要旨 回答 

8 

・P28 内容が抽象的すぎませんか？5年後

の望ましい環境？30年後の望ましい環

境？50年後の望ましい環境？どこのこと

でしょうか？中長期的なビジョンはないの

でしょうか？ 

・掲載している望ましい環境像「水と緑きら

めく自然をみんなの力で未来に伝えるま

ち」は、第一次計画を踏襲したもので、本

年５月の環境審議会にて合意されたもので

す。 

 

●第４章について 

意見 
№ 

意見要旨 回答 

9 

・P31の環境施策ですが、基本目標に対し、

市民の取り組み、行政の取り組み、事業者

の取り組みと分けていますが、本当にこの

ようにわけられるもので しょうか？「市民

も協力しないと行政の取り組みは進まない

のではないか」と言われるとどのように回

答しますか？項目によってはダブらせても

良いかと私は思います。 

・ご意見のとおり、環境施策の推進は行政だ

けでなく、市民、事業者の皆さまのご協力

が必要です。本計画に記載した市民、事業

者の取組は、佐久市環境基本条例に基づく

市民、事業者の責務を基本目標ごとに例示

したものです。 

10 

・P32・33 重点施策は何ですか？どれも同

じように平たくやっていくように見えま

す。各施策の中で特に重点的に進めていく

ものを選択してください。 

・計画書に記載した施策・取組は、本市の環

境保全を図るうえでいずれも重要な取組と

認識しており、現時点では重点施策は設定

しておりません。そのため、来年度以降の

ワークショップにおいて、市民・事業者の

皆様のご意見をお伺いしながら、注力すべ

き取組・事業を明らかにしていく予定です。 

11 

・達成目標の項目が適当かどうかの吟味が必

要ではないでしょうか？また、わかりにく

いものもあります。市民が見て、直ぐわか

る項目、目標値にすべきかと思います。 

・達成目標については、その基本目標全体に

かかるものであるべきと思う。 

・全体的に、行政の達成目標のみの所と、市

民の達成目標の所など、バランスが悪くは

ないでしょうか？ 

・本計画に掲げた達成目標は、施策・事業の

進捗度合い（アウトプット指標）ではなく、

計画の推進によって得られる成果（アウト

カム指標）として掲げています。 

・「基本目標５ 環境保全行動の拡大」に示し

た達成目標についても、市民・事業者・行

政の協働によって得られる成果として掲げ

ています。 



3 

・P32 項目としては大事なことは良くわか

りますが、既に 100%に達しているものを

目標値として再掲するのには説明がいると

思います。「維持・持続」と「目標」とは異

なりませんか？ 

・P72の達成目標の項目も、もう少し、検討

できませんか？ 

12 

・P40 生物多様性の認知状況とは、実態を

認知しているということでよいか。 

・生物多様性という言葉と意味を知っている

か、という趣旨です。これは、平成 28年

度に実施したアンケートの内容となります

が、わかりやすくするため文言を修正しま

す。 

13 

・P40 指標生物の報告件数 1,500件（累

積）とは何でしょうか？生物多様性の認知

状況は、アンケートなどを毎年行うと言う

ことでしょうか？ 

・指標生物の報告件数は、「緑の環境調査」結

果に基づくものです。「緑の環境調査」は今

後も継続して実施し、生物多様性の状況に

ついて把握していきます。 

14 

・P65 「適応策」について、ここでは２つ

しか述べていない。しかし、これ以外にも

「農林水産物対策（これを行っていくため

の雰囲気づくりを進めていくような文章）」

が必要ではないか。 

  ただ、具体的な方策等を記せということ

ではなく、項目として入れておいて、関係

機関と協議します、とかその程度で良いと

思う。主体としてやるのは他の部署や他の

機関であっても、触れるだけは触れておい

た方がよい。 

  そんなに文章量はいらないが佐久の重要

な産業でもあるので、啓発はしてほしい。 

・ご意見を踏まえて、文言を追加します。 

15 

・P67 行政の取組が基本目標の表題の上に

ある。これは誤りでは。 

・P68 環境美化の取組という項目が以前は

あったと思う。P35にも記載あるようだ

が、両方にあってもいいのでは。 

・P69 施策について、今の書き方だと直近

の項目に対する施策に見えてしまう。施策

も独立した項目とした方がいいのでは。 

・ご意見を踏まえて、修正します。 

 


